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 （昭和三十六年六月十九日法律第百五十五号）

 最終改正：令和七年十月一日法律第一〇四号 

 

 

 

第一条 この法律は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社

会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会

福祉事業の振興に寄与することを目的とする。 

 

第二条 この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。 

一 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第四十一条第二項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿

所提供施設 

二 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十五条第四項の規定による認可を受けた乳児院、母子生活支援施設、保育所、

児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第十七条第一項の規定

による設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園 

四 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十五条第四項の規定による認可を受けた養護老人ホーム 

五 その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの 

２ この法律において「特定社会福祉事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による届出がされた児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業 

二 生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業 

三 その他政令で定める社会福祉事業 

３ この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立

行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの（第四条の二第一項の規定により

機構が承諾したものに限る。）をいう。 

一 児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障害児通所支援事業 

二 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設 

三 老人福祉法第十四条の規定による届出がされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業

及び認知症対応型老人共同生活援助事業 

四 老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム 

五 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設 

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事

業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継

続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業 

七 その他前各号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの 
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４ この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設

又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第四条の二第一項の規定により機構が承諾したものをいう。 

５ この法律において「経営者」とは、社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。 

６ この法律において「社会福祉施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の

業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者（その者が一年以上引き続き使用されるに

至つた場合を除く。次項ただし書及び第八項ただし書において同じ。）を除く。 

７ この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業

又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期

間を定めて使用される者を除く。 

８ この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特

定介護保険施設等又は申出施設等（以下「共済契約対象施設等」という。）の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設

等職員又は特定介護保険施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。 

９ この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、

その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところにより退

職手当金を支給することを約する契約をいう。 

１０ この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。 

１１ この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職

員をいう。 

１２ 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を

締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共済契約を締結したときは、変更前の経営者に係る被共済職員で引き

続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係

る被共済職員であつたものとみなす。 

１３ 特定介護保険施設等又は申出施設等である施設又は事業の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで

退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時に当該施設又は事業について第三項又は第四項の規定による申

出をしたときは、変更前の経営者に係る特定介護保険施設等職員又は申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員とな

つたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。 

 

 

第三条 機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 

一 契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経過

しない者であるとき。 

二 契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛

金（割増金を含む。）があるとき。 

三 契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、中小企業退職金共済法（昭和三十四年法

律第百六十号）の規定による退職金共済契約が締結されているとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。 

 

第四条 退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日か

ら効力を生ずる。 

２ 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。 

 

第四条の二 機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならな

い。 

一 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金（割増金を含む。）があるとき。 

二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。 

２ 機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特

定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。 

３ 機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。 
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第五条 被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。 

第六条 機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除すること

ができない。 

２ 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。 

一 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 

二 共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 

三 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したと

き。 

３ 機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用

人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することが

できる。 

４ 共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。 

５ 共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退

職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 

６ 退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。 

７ 機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければ

ならない。 

 

 

第七条 機構は、被共済職員が退職（被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共

済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。）したときは、その者（退職が死亡によるものであるとき

は、その遺族）に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この

限りでない。 

 

第八条 退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にそ

の者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて得た額とする。 

２ 退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、

その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十 

二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の八十八 

３ 退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額

に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十 

二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十九 

三 十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百四十四 

４ 退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者

の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 

二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十 

三 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 

四 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百 

五 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 

六 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十 

第九条 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した

者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同

条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 
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二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十 

三 十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百六十 

第九条の二 前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条第一項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超え

るときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。 

 

第十条 第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 

一 配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。） 

二 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの 

三 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族 

四 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの 

２ 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各

号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父

母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。 

３ 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支

給する。 

 

第十一条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくな

つた日の属する月までをこれに算入する。 

２ 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、そ

の者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済

職員期間に算入しない。 

３ 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第二号に規定する介護休業により当該

業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）及び出産後八週間に

おいて当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。 

４ 被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた場合には、前二項の規定にかかわらず、当該業

務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することとなつた日の属する月までの間の月数の二分の一に相当する月数は、

被共済職員期間に算入する。ただし、当該業務に従事しなくなつた日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前三項の規

定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限りでない。 

一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業（同法附則第二条に規

定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成七年法律第百七号）第一条の規定による改正前の

育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業に相当する休業を含む。） 

二 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律（昭和五十年法律第

六十二号）に規定する育児休業に相当する休業 

５ 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつ

たことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員とな

つた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。 

６ 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて退職手当

共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以

内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き

続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内

にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前五項の規定によつて計算した被共済

職員期間を合算する。 

７ 引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時

従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退

職した日から起算して五年以内に、退職手当金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間に

つき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。 

８ 前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員である者が退職した場合（第十三条第一項に該当する場合を除く。）にお

いて、その者が、退職した日から起算して三年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し

出たときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。 
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９ 被共済職員期間（前三項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間）に一年未満の端数

がある場合には、その端数は、切り捨てる。 

 

第十二条 機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度（四月一日から翌

年の三月三十一日までをいう。以下同じ。）の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。 

第十三条 機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 

２ 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金

の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。 

 

第十四条 退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分（その例

による処分を含む。）により差し押える場合は、この限りでない。 

 

第十五条 共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。 

２ 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 

一 社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金 

二 特定介護保険施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金 

三 申出施設等職員に係る掛金 

３ 前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の

均衡を保つことができるものでなければならない。 

 

第十六条 毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結さ

れた場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した

日から起算して二箇月を経過する日とする。 

２ 機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、

その納付期限を延長することができる。 

 

第十七条 機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求するこ

とができる。 

２ 割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を

こえることができない。 

 

 

第十八条 国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設

等職員であるもの（次に掲げる者に限る。）に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額（以

下「補助金算定対象額」という。）の三分の一以内を補助することができる。 

一 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの（次号に掲げる者を除く。） 

二 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設の業務（同法第二十七条第一項の規定により同項第三号の

措置がとられている児童に係るものに限る。）に従事することを要する者として政令で定めるもの 

 

第十九条 都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。 

 

 

第二十条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年

を経過したときは、時効によつて消滅する。 
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第二十一条 共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める

事項を機構に届け出なければならない。 

 

第二十二条 共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなけれ

ばならない。 

２ 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しなければならない。 

第二十三条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に

係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこ

れらの事項に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合

における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。 

２ 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを

提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第二十四条 機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記

録しなければならない。 

２ 被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。 

 

第二十五条 退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生

じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをする

ことができる。 

２ 被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合

において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と同様とする。 

３ 前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第二十六条 市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定

都市においては、区長又は総合区長とする。）は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村（特別区を

含む。）の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、

無料で証明を行うことができる。 

 

第二十六条の二 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定す

る第一号法定受託事務とする。 

 

第二十六条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に

必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

 

第二十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労

働省令で定める。 

 

第二十八条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者 

三 第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第二十九条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。 
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（施行期日） 

１ この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

（施設又は事業の転換を行う場合の特例） 

２ 共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業を特定介護保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換す

る場合（政令で定める場合に限る。）におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

（退職手当金に関する経過措置） 

３ 当分の間、退職した者の被共済職員期間が四十三年以上である場合の被共済職員期間は三十五年とみなす。この場合において、当該

退職した者の退職手当金の額は、第八条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職

員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十 

二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五 

三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十 

四 三十五年目の期間については、百分の百五 

４ 当分の間、退職手当金の額は、第八条、第九条及び前項の規定により計算した額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。 

５ 当分の間、第九条の二の規定の適用については、同条中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附則第三項及び第四項」とする。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職

選挙法（昭和二十五年法律第百号）第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示さ

れ、又は告示される選挙から適用する。（昭和三八年政令第二四六号で昭和三八年八月一日から施行） 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

 

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第十四条 出産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子である被共済職員については、前条の規定による改正後の社会福祉

施設職員退職手当共済法第十一条第三項の規定は、適用しない。 

２ この法律の施行前に出産後社会福祉施設の業務に従事するに至つた女子である被共済職員で、この法律の施行の際出産後六週間を経過

していないものについては、前条の規定による改正後の社会福祉施設職員退職手当共済法第十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一から四まで 略 

五 第十四条の規定、第十五条の規定（身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項にお

いて同じ。）、第十六条の規定、第十七条の規定（児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、

第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 

 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成四年七月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込

みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってしたものとみなす。 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十

四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの

改正規定、同条の改正規定（「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするよ

うに努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。）、同法第二十七条の改正規定（「講ずるよ

うに努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。）、同法第三十四条の改

正規定（「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十

七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。）及び同法第三十五条の改正

規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定（「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。）、第七条中労働省設置法第

五条第四十一号の改正規定（「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。）並びに附則第五条、

第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法（昭和二十四年法律第百五十七号）第四条第一項第二十四号の二の

三の改正規定（「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。） 平成

十年四月一日 

 

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。（施行の日＝平成一二年四月一日） 

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る

部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則

第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七

十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、

第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項

まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律

又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事

務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもの

とする。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施

行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服

申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す

る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により

処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 
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第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないように

するとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点か

ら検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた

地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限

る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条（社会福祉施設職員等退職手当共済法第

二条第一項第四号の改正規定（「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」

に改める部分に限る。）、同項第五号の改正規定（「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める

部分に限る。）及び同条第二項第四号の改正規定を除く。）の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二

十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第二号ロを同号ハ

とし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十三条 第十一条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下この条から附則第二十五条までにおいて「旧法」

という。）第二条第六項に規定する共済契約者（附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同項に規定する共済契約者である者に限

る。）であって社会福祉法人以外のもの及び同号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によって退職手当共済契約の申込みをした社会福祉

法人以外の者（当該退職手当共済契約の締結を拒絶された者及び当該退職手当共済契約を解除された者を除く。）については、第十一条

の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下この条から附則第二十五条までにおいて「新法」という。）第二条第四

項に規定する経営者とみなして、新法の規定（新法第二条第三項に規定する申出施設等に係る部分を除く。）を適用する。この場合にお

いて、新法第六条第三項中「共済契約者の代表者」とあるのは「共済契約者（共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含

む。）」と、新法第二十九条中「、代理人」とあるのは「又は法人若しくは人の代理人」と、「その法人」とあるのは「その法人又は人」

とする。 

２ 旧法第二条第六項に規定する共済契約者であって社会福祉法人以外のものに使用される同条第七項に規定する被共済職員（以下「旧

被共済職員」という。）であった者は、新法第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十六条の規定の適用については、被共済職員

であった者とみなし、その者が旧法第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によって旧法第二条第五項に規定す

る退職手当共済契約が解除されたことにより旧被共済職員でなくなった者である場合における新法第十一条第六項の規定の適用につい

ては、その者は、旧被共済職員であった期間について被共済職員であった者とみなし、当該退職手当共済契約が解除された日は、その

者が被共済職員でなくなった日とみなす。 

第二十四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新法の規定

によってしたものとみなす。 

第二十五条 新法第八条から第九条の二まで並びに附則第二項及び第三項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に退

職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に現に退職した理由と同一

の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、旧法第八条、第九条及び第十一条の規定の例により計算した場合の
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退職手当金の額が、新法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項の規定により計算した退職手当金の額より

も多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。 

一 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に旧法第二条第七項に規定する被共済職員であった者が、附則第一条第一号に掲

げる規定の施行の日以後に退職した場合 

二 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第二条第七項に規定する被共済職員でなくなった者で同日以後にさらに新法第

二条第九項に規定する被共済職員となったものが、同日以後に退職し、かつ、新法第十一条第六項又は第七項の規定により同日前の

被共済職員期間と同日以後の被共済職員期間とが合算される場合 

（罰則に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の

施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第二十九条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五

年十月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第十七条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の

申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってしたものとみなす。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三

十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日 

（検討） 

第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な

見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十三条 この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（老

人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム、同法第十四条の規定による届出がなされた老人居宅生活支援

事業のうち老人居宅介護等事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業又は社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第六

号に掲げる施設若しくは第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「旧共済法」という。）第二条第二項

第四号に掲げる事業のうち政令で定める施設若しくは事業（以下この条において「特別養護老人ホーム等」と総称する。）に係るものに

限る。）は、第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「新共済法」という。）第二条第三項に規定する

特定介護保険施設等（以下「特定介護保険施設等」という。）に係る退職手当共済契約とみなす。 

２ 施行日前に特別養護老人ホーム等を経営していた旧共済法第二条第八項に規定する共済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事

業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。）附則第二十三条第一項の規

定の適用を受ける者を含む。）が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）

に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該特別養護老人ホーム等の業務に常時従事することを要す

る者となる者については、前項及び新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。 

第二十四条 この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済

法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、同条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。 
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２ 前項に定めるもののほか、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新共済法の相当の規

定によってしたものとみなす。 

第二十五条 新共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条第八項の規定は、施行日以後に退職（新共済法第七条に規定する退職をい

う。以下同じ。）した者について適用し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみな

して、政令で定めるところにより、旧共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉事業

法等改正法附則第二十五条第二項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条から第九条の二まで及び第十一

条の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職

手当金の額とする。 

一 施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員（社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受け

る共済契約者に使用される者を含む。次号及び次条において同じ。）であった者が、施行日以後に退職した場合 

二 施行日前に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員でなくなった者で施行日以後にさらに新共済法第二条第十一項に規定する

被共済職員となったものが、施行日以後に退職し、かつ、新共済法第十一条第六項又は第七項の規定により施行日前の被共済職員期

間と施行日以後の被共済職員期間とが合算される場合 

第二十六条 施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において新共済法第二条第七項

に規定する特定介護保険施設等職員であるもの（同条第十項に規定する共済契約者（社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の

規定の適用を受ける者を含む。次条第一項において同じ。）に継続して使用される者に限る。）については、新共済法第二条第六項に規

定する社会福祉施設等職員とみなして、新共済法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。 

第二十七条 この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第十項に規定する共済契約者が、当該共済契約

者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に同条第十一項に規定する

被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、新共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該

同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 

２ 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、新共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、新共済

法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 

二 第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。）、第三項、第五項、第六

項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特

別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第二十

八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部

分に限る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十

八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障

害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援

事業者に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四

項から第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五

十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条

第二項及び第七十五条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サ

ービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者

特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及

び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第
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二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特

別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十

一条及び第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四

条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医

療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第

三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、

第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九

条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から

第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日三 附則第六十

三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第六十七条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（附則第

二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介

護等事業、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活

支援事業のうち身体障害者居宅介護等事業又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がな

された知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者地域生活援助事業に係るものに限る。）は、第

七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業（附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされ

た事業を含む。）のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

２ 施行日前に附則第六十四条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込み

その他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。 

第六十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立

している退職手当共済契約（社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害

者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は附則第

五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若し

くは知的障害者通勤寮に係るものに限る。）は、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第四十一条第一項の規定

によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみ

なす。 

２ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している

退職手当共済契約（第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業（附則第八条第二項の規定により障害福祉サ

ービス事業とみなされた事業を含む。）のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。）は、第

七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは

共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

３ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に附則第六十五条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によ

ってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 
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三 第二条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の

改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第

一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。）、

第四条の規定（児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。）及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十

九条から第二十一条まで、第三十五条（第一号に係る部分に限る。）、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八

条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平

成二十四年四月一日までの間において政令で定める日（平成二三年政令第二九五号で平成二三年一〇月一日から施行） 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第五十五条 この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（旧

児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た旧児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自

由児施設又は重症心身障害児施設に係るものに限る。）は、新児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た新児童福祉法に規定する障害児

入所施設又は新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

２ 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手

続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の相当の規定によってしたものとみなす。 

 

（施行期日）第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（調整規定） 

第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十

三年法律第三十七号）の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施

策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十

三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」

とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条ま

での規定 平成二十六年四月一日 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退

職手当共済契約（平成二十六年改正前障害者総合支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた平成二十六年改正前障害者総合

支援法第五条第十項に規定する共同生活介護を行う事業に係るものに限る。）は、平成二十六年改正後障害者総合支援法第七十九条第二

項の規定による届出がなされた平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業に係る退職手

当共済契約とみなす。 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。（平成二七年政令第二九号で平

成二八年四月一日から施行） 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定 公布

の日 

二 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十

三条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している

退職手当共済契約（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障害児通所支援事

業、同法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がされた障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設又は同法第七十九

条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う事業若しくは移動支援事業（以下「障害者支援施設等」と総称す

る。）に係るものに限る。）は、第三条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「新共済法」という。）第二条第

三項に規定する特定介護保険施設等（以下「特定介護保険施設等」という。）に係る退職手当共済契約とみなす。 

２ 第二号施行日前に障害者支援施設等を経営していた社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者（社会福

祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号。附則第二十八条第二項第一号において

「社会福祉事業法等改正法」という。）附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。）が、第二

号施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構（次条及び附則第三十五条第二項において「機構」という。）

に届け出たときは、第二号施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等（当該障害者支援施設等に限る。）

の業務に常時従事することを要する者となる者（社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員を除

く。）については、前項及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でない

ものとする。 

第二十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等（障害者支援施設等に限る。附則第三十条第一項におい

て同じ。）を経営している社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者が、第二号施行日前に第三条の規定による

改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「旧共済法」という。）の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法

第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。 

第二十八条 新共済法第八条、第九条及び第十一条第八項の規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、第二号施行日以後に退職

（社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。）をした者について適用し、第二号施行日前に退職をし

た者については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が第二号施行日の前日に当該退職をした理由と同一の理由により退職をした

ものとみなして、政令で定めるところにより、旧共済法第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法

第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号）附則第二十五条第二項の規定の例により計算した場

合の退職手当金の額が、新共済法第八条及び第九条、新共済法附則第五項の規定により読み替えて適用する社会福祉施設職員等退職手

当共済法第九条の二並びに新共済法第十一条並びに附則第三項及び第四項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、こ

れらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。 

一 第二号施行日の前日に社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員（社会福祉事業法等改正法附則第

二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。以下「被共済職員」という。）であった者が、第二号施行日

以後に退職をした場合 

二 第二号施行日前に被共済職員でなくなった者で第二号施行日以後にさらに被共済職員となったものが、第二号施行日以後に退職を

し、かつ、社会福祉施設職員等退職手当共済法第十一条第六項又は第七項の規定により第二号施行日前の被共済職員期間と第二号施

行日以後の被共済職員期間とが合算される場合 

第二十九条 第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条

第七項に規定する特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用される者であって、附則第一条第二号に掲げる規定

の施行の際現に存する障害者支援施設等の業務に常時従事することを要するものに限る。）については、同法第二条第六項に規定する社

会福祉施設等職員とみなして、同法第十五条、新共済法第十八条及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第十九条の規定を適用する。 

第三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、

かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、第二号施行日以後に被共済職員となったものの全ての
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同意を得たときは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得

た被共済職員に関する部分を解除することができる。 

２ 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定

の適用については、同法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第三十三条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの

附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（政令への委任） 

第三十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第三十五条 政府は、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各

法律」という。）の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、平成二十九年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、

機構に対する国の財政措置（児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に

要する費用に関するものに限る。）の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 

 

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三

及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一  第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）第一条の改正規定及び精神保健福祉法第

五条の改正規定（「、精神病質」を削る部分に限る。）並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日二及び三 略 

四 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定（第二号に掲

げる改正規定を除く。）、第十四条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定

（「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。）並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から

第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定

める日 

（政令への委任） 

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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 （昭和三十六年八月五日政令第二百八十六号） 

 最終改正：令和五年四月七日政令第百六十三号 

 

第一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「法」という。）第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和四年法律第五十二号）第十二条第一項に規定する女性自立支援施設であつて、

当該施設における同項に規定する自立支援及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第二十条第一項第五号の規定によ

る都道府県の支弁が行われているもの 

二 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

（第二条の二第一号に掲げるものを除く。） 

三 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める

基準に適合するもの 

四 授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

五 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合

するもの（同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。） 

 

第二条 法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の十五第二項

の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。 

 

第二条の二 法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 

一 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文、第四十二条の

二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定に係るもの 

二 老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定

める基準に適合するもの（老人デイサービス事業を行う部分に限る。） 

三 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

四 老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

五 老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める

基準に適合するもの 

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合

するもの 

八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事

業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業 

 

第三条 法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職（法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。）した者の退職の日の属する月

前（退職の日が月の末日である場合は、その月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除

して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 

七四、〇〇〇円未満 六二、〇〇〇円 
七四、〇〇〇円以上 八六、〇〇〇円未満 七四、〇〇〇円 
八六、〇〇〇円以上 一〇〇、〇〇〇円未満 八六、〇〇〇円 
一〇〇、〇〇〇円以上 一一五、〇〇〇円未満 一〇〇、〇〇〇円 
一一五、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 一一五、〇〇〇円 
一三〇、〇〇〇円以上 一四五、〇〇〇円未満 一三〇、〇〇〇円 
一四五、〇〇〇円以上 一六〇、〇〇〇円未満 一四五、〇〇〇円 
一六〇、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 一六〇、〇〇〇円 
一七五、〇〇〇円以上 一九〇、〇〇〇円未満 一七五、〇〇〇円 
一九〇、〇〇〇円以上 二〇五、〇〇〇円未満 一九〇、〇〇〇円 
二〇五、〇〇〇円以上 二二〇、〇〇〇円未満 二〇五、〇〇〇円 
二二〇、〇〇〇円以上 二三五、〇〇〇円未満 二二〇、〇〇〇円 
二三五、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 二三五、〇〇〇円 
二五〇、〇〇〇円以上 二六五、〇〇〇円未満 二五〇、〇〇〇円 
二六五、〇〇〇円以上 二八〇、〇〇〇円未満 二六五、〇〇〇円 
二八〇、〇〇〇円以上 三〇〇、〇〇〇円未満 二八〇、〇〇〇円 
三〇〇、〇〇〇円以上 三二〇、〇〇〇円未満 三〇〇、〇〇〇円 
三二〇、〇〇〇円以上 三四〇、〇〇〇円未満 三二〇、〇〇〇円 
三四〇、〇〇〇円以上 三六〇、〇〇〇円未満 三四〇、〇〇〇円 
三六〇、〇〇〇円以上 三六〇、〇〇〇円 



 

─252─ 

 

第四条 法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第四十七条第二項に規

定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。 

 

第五条 法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契

約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと（兼務するそれぞれ

の業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。）とす

る。 

 

第六条 法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額（次条の規定により厚生労働大臣が定め

る額をいう。以下同じ。）に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。 

２ 法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初

日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使

用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額

に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において

使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。 

一 法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児童

に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの（以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」

という。）が零を上回るもの 当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置

入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。 

以下「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。） 

二 法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉

事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの（以下この条において「特定社会福祉事業割合」

という。）が三分の一以上であるもの 当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当

該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特

定職員数」という。） 

３ 法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日におい

て当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。 

４ 新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわ

らず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除し

て得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 

一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに

定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。 

 イ 当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第二項第一号に掲げる施設に該当する場合 当該施設において使用する特定介護

保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があるときは、これを

切り捨てて得た数。以下この条において「新規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。） 

 ロ 当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第二項第二号に掲げる事業所に該当する場合 当該事業所において使用する特

定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があるときは、これ

を切り捨てて得た数。以下この条において「新規特定職員数」という。） 

二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前号

イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該合計

した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三を乗じて得た数とする。 

５ 新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる

施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定に

かかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二

で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 

一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数 

二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従

事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数 

 



 

─253─ 

 

第七条 単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第

二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 

一 次に掲げる額の合計額 

 イ 国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る

補助金の見込額 

 ロ 各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規定する補助金の見込額の合計額 

二 次に掲げる数の合計数 

 イ 当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数

の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数 

 ロ 当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関

係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数 

 

第八条 法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。 

２ 法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。 

 

第九条 法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日に

おける社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同

日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 

（施行期日） 

１ この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

（施設又は事業の転換を行う場合の特例） 

２ 法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 法第二条第一項第四号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ転換する場合二 第

一条第二号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ転換する場合 

三 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十八年政令第三百二十号）第二十条の規定による改正前

の第一条第六号に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和二十五年法律第百二十三号）に規定する精神障害者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合する

ものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設へ転換する場合 

３ 前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（前項各号に掲げる

施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。）は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 

この場合において、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。 

４  附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日（以下「転換日」という。）前に転換されることとなる施設を経営していた

共済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第二十三条第一

項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。）が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以後

新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第

二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。 

５ 附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る

特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの（共済契約

者に継続して使用される者に限る。）については、社会福祉施設等職員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用す

る。 

６ 附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用さ

れ、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者であつて、転換日以後に被共済職員となつたもののすべての同意を

得たときは、法第六条第五項の規定にかかわらず、当該転換退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除す

ることができる。 

７ 前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条

第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。 
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（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）の規

定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

（社会福祉施設職員退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

４ この政令による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第一条第二号の規定に該当する施設のうち、社会福祉施設職員退職

手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）第二条第一項第四号の規定に該当しない施設であつて、この政令の施行の際現に当該施

設の経営者が当該施設の職員について退職手当共済契約を締結しているものは、当該退職手当共済契約が引き続き効力を有する間、社

会福祉施設職員退職手当共済法第二条第一項第六号に規定する施設とする。 

この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る退職手当金につ

いて適用する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十六年四月一日以後の退職に係る退職手当金につ

いて適用する。 

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 

 

１ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 

 

（施行期日） 

１ この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十一年四月一

日から適用する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 
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この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（昭和六十年一月一日）から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。 

この政令は、平成三年一月一日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。 

この政令は、平成四年七月一日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成五年四月一日から適用する。 
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この政令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。 

 

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成九年四月一日から適用する。 

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 

 

この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日。附則第五条第一

項において「施行日」という。）から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 改正法附則第二十三条第一項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行

令第一条第二号に掲げる施設（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文の指定に係るものに限る。）並びに同令

第一条第五号、第六号及び第九号に掲げる施設とする。 
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第三条 改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職

員等退職手当共済法（以下「旧法」という。）第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉の増

進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号。次条において「社会福祉事業法等改正法」とい

う。）附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に

退職（改正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（次条において「新法」という。）第七条に規定する退

職をいう。以下この条において同じ。）した日の属する月前（退職した日が月の末日である場合は、その月以前）における被共済職員期

間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表

の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 

第四条 新法第四条の二第二項の規定により平成十八年四月三十日までの間に新法第二条第三項に規定する特定介護保険施設等となった

ものとみなされたことにより同条第七項に規定する特定介護保険施設等職員（以下「特定介護保険施設等職員」という。）となった者

（同月一日において現に同条第十項に規定する共済契約者（社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を

含む。次条第一項において「共済契約者」という。）に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又

は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。）については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。 

第五条 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第六条第二項第二号に掲げる事業所（法第二条第三項第三号に掲げる事業

を行う事業所に限る。次項において同じ。）に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しない

ものとして同令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第二条第九項に規定する

被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用され、かつ、当該

事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。）の数より多いときは、当該既加入職

員については、改正法附則第二十六条の規定は適用しない。 

２ 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第六条第二項第二号に掲げる事業所に使用される特定介護保険施設等職員につ

いて、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入職員の数

より少ないとき、又は既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし

書の規定は適用しない。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第二十三条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）第四条第一項の規定により成立

している退職手当共済契約（旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害

者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの（身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。）

に係るものに限る。）は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス（旧身体障害

者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。）を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定め

る基準に適合するもの（障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。）に係る退職手当共済契約とみなす。 

２ 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（法附則第四十五

条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生

活支援事業に係るものに限る。）は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業（法附則第八条第二項の規

定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。）のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所

又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

３ 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（旧児童福祉法第

三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一

項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定に

よる届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。）は、法第七十九条第二項の規定による届出が

なされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

４ 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（旧児童福祉法第

三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。）は、法第七十

九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

５ 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（旧身体障害者福

祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者

福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。）は、
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法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみな

す。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

 

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日（平成十八年十月一日）から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第四条 この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）第四条第一項の規定により成立

している退職手当共済契約（旧自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条

に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。）は、社会福祉法（昭和二

十六年法律第四十五号）第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に係る退職手当共

済契約とみなす。 

２ この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（旧自立支援

法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係るものに限 

る。）は、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。 

 

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この政令の施行の際現に共済法第四条第一項の規定により成立している共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約（以下

「退職手当共済契約」という。）（第二条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第六号若しくは第七号

に掲げる施設又は同令第二条第二号に掲げる事業（以下「地域活動支援センター等」と総称する。）に係るものに限る。）は、特定介護

保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 

２  この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前に厚生労働省令

で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構（次条において「機構」という。）に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約

者に使用され、かつ、特定介護保険施設等（当該地域活動支援センター等に限る。）の業務に常時従事することを要する者となる者（共

済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員（附則第五条第一項において「社会福祉施設等職員」という。）を除く。）については、

前項及び共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。 

第三条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等（地域活動支援センター等に限る。以下同じ。）を経営している共済法第二条第五項

に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第二条第三項の規定により機構

に申し出てしたものとみなす。 



 

─259─ 

第四条 共済法第四条の二第二項の規定により平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等となったものとみなされたことに

より特定介護保険施設等職員となった者（同月一日において現に共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施

設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。）については、同月一日において特定介護保

険施設等職員となったものとみなす。 

第五条 施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使

用される者であって、この政令の施行の際現に存する地域活動支援センター等の業務に常時従事することを要するものに限る。）につい

ては、社会福祉施設等職員とみなして、共済法第十五条、新共済法第十八条及び共済法第十九条の規定を適用する。 

２ 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所（新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所に限る。）に使用される特定介

護保険施設等職員について、前項の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職

員数が、施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続し

て使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入短期入所等事業所職員」という。）の数より

多いときは、当該既加入短期入所等事業所職員については、前項の規定は、適用しない。 

第六条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保

険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、共済法第

六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 

２ 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、共済法第

六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。 

第七条 新令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第七条の規定は、平成二十八年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、

平成二十七年度以前の事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。 

第八条 当分の間、新令第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定

を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、既加入施設職員の数より少

ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであるときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の

規定は、適用しない。 

２ 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所（法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を

除く。）に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号

の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入事業所職員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じである

ときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。 

３ 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所（新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所に限る。）に使用される特定介

護保険施設等職員について、附則第五条第一項の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規

定する特定職員数が、既加入短期入所等事業所職員の数より少ないとき、又は既加入短期入所等事業所職員の数と同じであるときは、

当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。 

第九条 新令第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、平成二十七年度

以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。 

 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に係る経過措置） 

第二条 この政令の施行の日（次条において「施行日」という。）において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第

百五十五号）第四条第一項の規定により成立している同法第二条第九項に規定する退職手当共済契約（困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律（以下この条において「法」という。）附則第四条による改正前の売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第三十六

条に規定する婦人保護施設に係るものに限る。）は、法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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 （昭和三十六年八月五日厚生省令第三十六号） 

 最終改正：令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号 

 

 

 

第一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号。以下「法」という。）第三条第四号の厚生労働省令で定め

る正当な理由は、次のとおりとする。 

一 退職手当共済契約（以下「共済契約」という。）の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 

二 次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。 

 

第二条 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に提出して行わな

ければならない。 

一 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 

二 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地（特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地）並びに社会福

祉施設については、その取扱定員 

三 共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間 

四 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）の規定による退職金共済契約を締結していることの有無 

五 社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称 

六 社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除され

たことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

七  老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する軽費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」という。）であつて社会福祉

施設職員等退職手当共済法施行令（昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。）第一条第二号に規定する施設に該当する

ものにあつては、その旨 

２ 前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する

書類を添付しなければならない。 

 

第三条 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなけ

ればならない。 

２ 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。 

 

第三条の二 法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 

一 申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 

二 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。 

三 申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手当

共済契約を解除していること。 

 

第三条の三 法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 

一 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 

二 申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地（事業にあつては、その事務所の所在地）並びに施設については、その取扱定員 

三  申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者（次号及び第五号において「常勤者」という。）又は当該施設

若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者（兼務するそれぞれ
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の業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。次

号及び第五号において「兼務者」という。）の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称 

四 常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除された

ことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

五 常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共済契約者に係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令

第五条に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日 

六 軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当する旨 

七 令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあ

つては同号に定める特定職員数 

２ 前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業の

いずれかであることを証する書類、同条第四項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者

が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。 

 

第三条の四 機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共

済契約者に送付しなければならない。 

２ 機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。 

 

第四条 法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなけれ

ばならない。 

２ 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。 

 

第五条 法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書

で通知することによつて行わなければならない。 

 

 

第六条 退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 

一 請求者の氏名及び住所 

二 被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日 

三 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 

四 振込みを希望する金融機関（機構の指定するものに限る。以下同じ。）の名称及び預貯金口座の番号 

２ 退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾

病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。 

３ 退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

一 死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類 

二 請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本（請求者が届出をしていないが被共済

職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類） 

三 請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維

持していたことを明らかにすることができる書類 

四 請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書

類 

４ 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を

有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 

５ 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。 

６ 退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前

五項の規定によるほか、第一項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明ら

かにすることができる書類を添付しなければならない。 
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第七条 退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。 

 

第八条 法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 

一 当該申出を行う被共済職員（以下この条において「申出職員」という。）の氏名及び生年月日 

二 申出職員の退職の理由及び退職した年月日 

三 申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称 

 

 

第八条の二 令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定

する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数（当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合に

あつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数（当該施設の運営が開始された日が月の初日

であるときは、その日における当該児童の数））のうち、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項の規定により

同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。 

 

第九条 令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所におい

て当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額（当該事業所の運営が前年度の三月

二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月（当該事業所の運営が開始された日

が月の初日であるときは、その日の属する月）の当該業務に係る収入額）のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。 

 

第九条の二 機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結

された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾す

るときに送付するものとする。 

 

第十条 掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。 

 

第十一条 共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長

期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 

２ 機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書

で通知しなければならない。 

 

第十二条 共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出し

なければならない。 

第十三条 共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、

遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。 

第十四条 共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日ま

でに、機構に提出しなければならない。 

一 氏名、生年月日及び本俸月額 

二 前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数 

三 従事する共済契約対象施設等の名称 

四 軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当することの有無 

五 令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあ

つては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度

の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。 

２ 前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害

児関係業務従事職員数又は同項第二号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は

当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出しなければならない。 
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第十五条 共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機

構に提出しなければならない。 

一 氏名、生年月日、職種及び本俸月額 

二 従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地（特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事

業にあつては、その事務所の所在地） 

三 異動の内容及び年月日 

四 法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でな

くなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称 

五 引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合において、その者が、

退職した日から起算して五年以内に、再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済職員とな

るまでの間に従事した施設又は事業の名称 

第十六条 共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけれ

ばならない。 

一 氏名及び生年月日 

二 退職の理由及び年月日 

三 当該事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数 

四 退職の日の属する月前（退職の日が月の末日である場合は、その月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六

月の本俸の各月ごとの額 

五 引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合においては、退職

後に従事する施設又は事業の名称第十七条 共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに、そ

の旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。 

第十八条 被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、その旨及び変更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。 

２ 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届

書を機構に提出しなければならない。 

第十九条 第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求めら

れたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 

 

 

第二十条 法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。 

第二十一条 法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿（以下「被共済職員原簿」という。）に記録すべき事項は、次の

とおりとする。 

一 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間二 

共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 

三 従事する共済契約対象施設等の名称 

 

第二十二条 被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することが

できる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。 

 

第二十三条 法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し

て行わなければならない。 

一 請求者の名称及び主たる事務所の所在 

二 紛争の内容 

三 紛争の経過概要 

 

 

第二十四条 厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。 
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（施行期日） 

１ この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

（令附則第四項の規定に基づく届出） 

２ 令附則第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出して行わなければならない。 

一 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地 

二 届出に係る施設の名称、種類及び所在地 

三 転換を行う年月日 

四 その他機構が必要と認める事項 

３ 前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。 

 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

２ この省令による改正後の第十六条の規定にかかわらず、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係る届書については、なお従前の例

による。 

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、法の施行の日（昭和六十年一月一日）から施行する。 

 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

２ この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

４ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当

でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

１ この省令は、平成三年一月一日から施行する。 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

１ この省令は、平成四年七月一日から施行する。 

２ この省令による改正後の第十五条の規定にかかわらず、平成四年六月三十日以前に新たに被共済職員となった者に係る届書について

は、なお従前の例による。 
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３ この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。 

４ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

１ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十二年度において、共済契約者がこの省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第十四条の規定により提

出する届書については、同条第二号中「前事業年度」とあるのは、「平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間」とす

る。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

３ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。 

４ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第二十三条第一項の規定に

より社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）第二条第四項に規定する経営者とみなされる者（法人で

ある者を除く。）に係る社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第六条、第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定の適用につ

いては、第六条第一項第三号、第十七条、第二十一条第二号及び第二十三条第一号中「名称」とあるのは「氏名」と、「主たる事務所

の所在地」とあるのは「住所」とする。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から

施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 介護保険法等の一部を改正する法律（以下「介護保険法等改正法」という。）附則第二十三条第二項の規定による届出は、次に掲

げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構（以下この条において「機構」という。）に提出して行わなければならない。 

一 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地 
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二 届出に係る介護保険法等改正法附則第二十三条第一項に規定する特別養護老人ホーム等の名称、種類及び所在地三 

その他機構が必要と認める事項 

２ 前項の届出は、平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間に行わなければならない。 

第三条 当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（以下この条及び次条において「新規則」とい

う。）第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三

項から第五項まで」とあるのは「、第三項から第五項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律（以下「介護保険法等改正法」とい

う。）附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項又は介護保険法等改正法

附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで又

は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」とする。 

第四条 当分の間、新規則第五条の規定は、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について

準用する。 

 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

４ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 社会福祉法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。）附則第二十六条第二

項又は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成二十八年政令第百八十

五号。以下「整備令」という。）附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構

（以下この条において「機構」という。）に提出して行わなければならない。 

一 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地 

二 届出に係る社会福祉法等改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等又は整備令附則第二条第一項に規定する地域

活動支援センター等の名称、種類及び所在地 

三 その他機構が必要と認める事項 

第三条 当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（以下「新規則」という。）第二条第一項第

六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」

とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号。以下「介護保険法等

改正法」という。）附則第二十七条第一項又は社会福祉法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等

改正法」という。）附則第三十条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項、介護保険法

等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項

まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条

第一項」とする。 

第四条 当分の間、新規則第五条の規定は、社会福祉法等改正法附則第三十条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準

用する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 

２ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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（施行期日） 

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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別記様式 

(表 面) 

社会福祉施設職員等退職手当共済法第23条第2項

の規定による身分証明書  

第  号 

令和  年  月  日交付 

 

  

 

 

 

 

官職又は職名         氏       名 

生年月日 

  

(裏 面) 

  

注意  

1 この身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡

してはならない。  

2 この身分証明書は、交付の日から 1 年間有効

とする。  

3 この身分証明書は、有効期間が経過し、又は

不用となつたときは、すみやかに、返還しな

ければならない。  

社会福祉施設職員等退職手当 

共済法(抄) 

 (立入検査)  

第 23 条 厚生労働大臣又は都道府県知事は､必要

があると認めるときは、当該職員をして、経

営者の経営する共済契約対象施設等に係る施

設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち

入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事

項について関係人に質問させ、又はこれらの

事項に関する帳簿書類を検査させることがで

きる。  

2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当

該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

かつ、関係人の請求があるときは、これを提

示しなければならない。  

3 第 1 項の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。  

 備考 この身分証明書は、厚紙を用い、中央の点線のところから二つ折りとすること。  

(A7)  

 

写真 

厚生労働大臣

又は都道府県

知 事 の 印 
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 （昭和３６年１０月１日制定）

 最終改正 令和８年３月２３日 

 

 

 

第１条 この社会福祉施設職員等退職手当共済約款（以下「約款」という。）は、社会福祉施設職員等退職手当共済契約（以下「共済契約」

という。）の締結に関し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）と共済契約者及び被共済職員との間の掛金の納付、共済

契約者の届出、共済契約の解除及び退職手当金の支給等共済契約上の関係についての重要な事項を取り決めることを目的としておりま

す。 

 

第２条 共済契約は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和３６年法律第１５５号。以下「共済法」という。）、社会福祉施設職員等

退職手当共済法施行令（昭和３６年政令第２８６号。以下「施行令」という。）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 

（昭和３６年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）及びこの約款に定めるところにより締結します。 

第３条 削除 

 

 

第４条の１ 共済契約にあたって、共済契約申込希望者は、機構が指定する申込書及び添付書類（以下、「申込書等」といいます。）を提

出してください。 

２ 申込書等の内容に重大な不備があるとき、または、申込書等に不足が生じているときは、受理を行わず、修正または必要書類の提出

を求めるものとします。 

第４条の２ 共済契約にあたって、機構は、共済法等に規定する事項について審査を行います。 

第４条の３ 共済契約は、機構が共済契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日か

ら効力を生じます。 

２ 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、退職手当共済契約証書（以下「共済契約証書」という。）に約款を添えて共済契約者に

送付します。 

３ 共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知してください。 

 

第４条の４ 共済契約者は、特定介護保険施設等の申出を行う場合は、施設等新設届・申出書（様式第１号）にその申出に係る施設又は

事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類（附表１の（１）に掲げる添付書類）を添えて機構に提

出してください。 

２ 機構は、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、特定介護保険施設等承諾書を共済契約者に送付します。 

３ 機構が、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、その申出のあった日に特定介護保険施設等となったものとみなします。 

４ 共済契約者は、特定介護保険施設等の承諾を受けたときは、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知してください。 

 

第４条の５ 共済契約者は、申出施設等の申出を行う場合は、施設等新設届・申出書（様式第１号）にその申出に係る施設又は事業が当

該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類（附表１の（１）に掲げる添付書類）を添えて機構に提出してく

ださい。 

２ 申出を行う場合の施設又は事業の単位は、次の各号に掲げるところによります。 

（１）施設の設置又は事業の開始について、都道府県知事等の指定若しくは許可若しくは認可を得る必要があるもの又は都道府県知事等

へ届出の必要があるもの 
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   指定若しくは許可若しくは認可を受け又は届け出た施設又は事業別 

（２）前号に該当するもの以外のもの 

   定款に定められた施設又は事業別及び法人本部 

３ 機構は、申出施設等の申出を承諾したときは、申出施設等承諾書を共済契約者に送付します。 

４ 機構が、申出施設等の申出を承諾したときは、その申出のあった日に申出施設等となったものとみなします。 

５ 共済契約者は、申出施設等の承諾を受けたときは、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知してください。 

第５条 被共済職員及びその遺族は、この共済契約の利益を受けます。 

 

 

第６条 共済契約者は、毎事業年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）、機構に掛金を納付してください。 

 

第７条 掛金の額は、第１号の社会福祉施設等職員に係る掛金の額と第２号の特定介護保険施設等職員に係る掛金の額及び第３号の申出

施設等職員に係る掛金の額の合計額とします。 

（１）社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額（施行令第６条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。）に毎

事業年度の４月１日において共済契約者が使用する社会福祉施設等職員数を乗じて得た額とします。 

（２）特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に３を乗じて得た額に毎事業年度の４月１日において共済契約者が使用す

る特定介護保険施設等職員数を乗じて得た額とします。ただし、以下の場合においては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の

額は次に掲げる合計の額とします。 

① 当該特定介護保険施設等職員が使用される事業所が、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業、

認知症対応型老人共同生活援助事業、居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業、行動援護事業、療養介護事業、生活介護事

業、短期入所事業、重度障害者等包括支援事業、自立訓練事業、就労選択支援事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、共同生

活援助事業又は移動支援事業を行い、かつ、施行規則で定める特定社会福祉事業に関する業務量の割合（以下「特定社会福祉事業割

合」という。）が３分の１以上である場合にあっては、次に掲げる合計の額とします。 

 ア 単位掛金額に、毎事業年度の４月１日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社

会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。）

を乗じて得た額。 

 イ 単位掛金額に３を乗じて得た額に、毎事業年度の４月１日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数か

ら特定職員数を控除して得た数を乗じて得た額。 

② 共済法第 2 条第 3 項第 2 号に掲げる障害児入所施設であって、かつ、施行規則で定める児童福祉法第２７条第１項の規定により

同項第３号の措置が取られた児童に関する業務量の割合（以下、「措置入所障害児関係業務割合」という。）が零を上回る場合にあっ

ては、次に掲げる合計の額とします。 

 ア 単位掛金額に、当該事業年度の４月１日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所

障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に１に満たない端数のあるときは、これを切り捨てます。以下、「措置入所障害児関係

業務従事職員数」という。）を乗じて得た額 

 イ 単位掛金額に３を乗じて得た額に、当該事業年度の４月１日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数

から措置入所障害児関係業務従事職員数を控除して得た数を乗じて得た額 

（３）申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に３を乗じて得た額に毎事業年度の４月１日において共済契約者が使用する申出施

設等職員数を乗じて得た額とします。 

２ 新たに共済契約が締結された場合におけるその共済契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、

単位掛金額にその共済契約の申込みの日における第１号に掲げる数と第２号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を１２で除して

得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とします。 

（１）当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、第１項第２号①に該当する特定介護保険施設等がある場合には次の

①に定める数を、第１項第２号②に該当する特定介護保険施設等がある場合には次の②に定める数を、第１項第２号①と第１項第２

号②に該当する特定介護保険施設等がいずれもある場合には次の①と②それぞれで定める数を、当該社会福祉施設等職員の数に加え

た数。 

① 第１項第２号①に該当する場合、当該施設等において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設等の特定社会福祉事業割

合を乗じて得た数（その数に 1 に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規特定職員数」

という。） 
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② 第１項第２号②に該当する場合、当該施設等において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設等の措置入所障害児関係

業務割合を乗じて得た数（その数に 1 に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規措置入

所障害児関係業務従事職員数」という。） 

（２）当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に３を乗じて得た数。ただし、新規

特定職員数あるいは新規措置入所障害児関係業務従事職員数がある場合には、当該合計した数から新規特定職員数あるいは新規措置

入所障害児関係業務従事職員数を控除して得た数に３を乗じて得た数。 

 

第８条 機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付します。ただし、新たに共済契約が締結された場合におけ

るその契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構がその契約の申込みを承諾するときに送付しま

す。 

第９条 掛金は、機構の指定する口座に払い込んでください。 

第１０条 削除 

 

第１１条 毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、その事業年度の５月３１日とします。ただし、第８条ただし書の掛金については、

機構がその契約の申込みを承諾した日から起算して２箇月を経過する日とします。 

 

第１２条 機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認める

ときは、その納付期限を延長することができます。 

２ 共済契約者は、前項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、掛金納付期限延長承認申請書（様式第３号）を

機構に提出してください。 

３ 機構は、第１項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を共済契約者に通知します。 

 

第１３条 機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかったときは、その納付義務者に対し、割増金を請求するこ

とができます。 

２ 前項の割増金は、機構の請求に基づき納付してください。この場合に、割増金の額は、掛金の額について年１０．９５％の割合で納

付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算した額とします。 

３ 前項の割増金を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とします。 

 

第１４条 第７条第２項の掛金及び前条第２項の割増金の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 

 

 

第１５条 共済契約者は、社会福祉施設及び特定社会福祉事業（以下「社会福祉施設等」という。）並びに特定介護保険施設等の経営者で

なくなったときは、遅滞なく、社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届（様式第４号。以下「経営者でな

くなった者の届」という。）に経営者でなくなったことを証する書類（附表１の（２）に掲げる添付書類）を添えて機構に提出してくだ

さい。ただし、次条の規定に該当し、同条の規定により、当該届書を機構に提出する場合を除きます。 

 

第１６条 共済契約者である社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者に次の各号に掲げる変更が生じた場合において、変更後の

経営者がその変更時から共済契約を締結するときは、変更後の経営者は、遅滞なく、当該各号に掲げる届書等（変更前の共済契約者の

提出する届書を含む。）を機構に提出してください。 

  なお、本項から第３項までにおいて、経営者が変更したことを証する書類又は経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

を経営していることを証する書類は、それぞれ附表１の（３）又は附表１の（１）に掲げる添付書類とします。 

（１）共済契約者である経営者が交代した場合（経営者交替） 

変更前の共済契約者 経営者でなくなった者の届 

変更後の経営者 申込書及び経営者が変更したことを証する書類 

 

（２）共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が分離独立した場合（分離独立） 

変更前の共済契約者 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第１２号） 

変更後の経営者 申込書及び経営者が変更したことを証する書類 
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（３）２以上の共済契約者が合併して、新たに社会福祉法人を設立した場合（新設合併） 

変更前の共済契約者 経営者でなくなった者の届 

変更後の経営者 申込書及び経営者が変更したことを証する書類 

（４）共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が、社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営している

共済契約者以外の経営者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等となった場合（分離移管と新規加入） 

変更前の共済契約者 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第１２号） 

変更後の経営者 申込書並びに新規加入の社会福祉施設等又は特定介護保険施設等について

「経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営しているこ

とを証する書類」及び分離移管の社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

について「経営者が変更したことを証する書類」 

（５）共済契約者の経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の全部が、社会福祉施設等を経営している共済契約者以外の経営者

の経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等となった場合（吸収合併と新規加入） 

変更前の共済契約者 経営者でなくなった者の届 

変更後の経営者 申込書並びに新規加入の社会福祉施設等及び特定介護保険施設等について

「経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営しているこ

とを証する書類」及び吸収合併の社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

について「経営者が変更したことを証する書類」 

２ 共済契約者である社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者に次の各号に掲げる変更が生じた場合において、変更後の経営者

が共済契約者であるときは、変更後の共済契約者は、遅滞なく、当該各号に掲げる届書等（変更前の共済契約者の提出する届書を含む。）

を機構に提出してください。 

（１）共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が、他の共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護

保険施設等となった場合（分離移管） 

変更前の共済契約者 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第１２号） 

変更後の共済契約者 施設等新設届・申出書（様式第１号）による社会福祉施設等新設の届又は

特定介護保険施設等の申出及び経営者が変更したことを証する書類 

（２）共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の全部が、他の共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護

保険施設等となった場合（吸収合併） 

変更前の共済契約者 経営者でなくなった者の届 

変更後の共済契約者 施設等新設届・申出書（様式第１号）による社会福祉施設等新設の届又は

特定介護保険施設等の申出及び経営者が変更したことを証する書類 

３ 申出施設等の経営者に変更が生じた場合において、変更後の経営者がその変更時に申出施設等の申出を行うときは、次に掲げる届出

等（変更前の共済契約者の提出する届書については、第１項又は第２項に該当し同時に提出する場合を除く。）を機構に提出してくださ

い。 

変更前の共済契約者 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第１２号）又は経営者でなくなっ

た者の届 

変更後の共済契約者 施設等新設届・申出書（様式第１号）による申出施設等の申出及び経営者

が変更したことを証する書類 

 

第１７条 共済契約者は、その共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）の規定による退職

金共済契約を締結したときは、遅滞なく、中小企業退職金共済契約締結届（様式第５号）を機構に提出してください。 

 

第１８条 共済契約者は、毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員について、掛金納付対象職員届（様式第２号）を同月末日

までに機構に提出してください。ただし、当該事業年度の４月１日に新たに社会福祉施設等を新設し、又は社会福祉施設等の経営の移

管を受け第１６条第２項又は第２４条に規定する社会福祉施設等新設の届出を行う被共済職員、同日に新たに第４条の２又は第１６条

第２項に規定する特定介護保険施設等の申出を行う被共済職員及び同日に新たに第４条の３又は第１６条第３項の規定により申出施設

等の申出を行う被共済職員を除きます。 

２ 削除 

３ 第７条第１項第２号ただし書に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所が、その運営を前年度３月２日以後に開始して、

第１項の届書を届け出た又は当該事業年度の４月１日における特定介護保険施設等として施設等新設届・申出書（様式第１号）によ

り申し出た場合であって、当該届書又は申出書に記載した特定職員数等の見込数と異なるときは、特定職員数等の見込数変更届（様

式第２号の２）に当該特定職員数等を記載のうえ、当該事業年度の５月末日までに提出してください。 

 

 

第１９条 共済契約者は、被共済職員から共済法第１１条第４項に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）の申出を受けたときは、

掛金納付対象職員届（様式第２号）により機構に届け出てください。ただし、当該被共済職員が退職した場合は、被共済職員退職届

（以下、「退職届」という。）（様式第７号）により届け出てください。 



 

─273─ 

２ 前項の規定により届け出た育児休業の期間に変更があった場合は、翌事業年度の掛金納付対象職員届（様式第２号）により機構に届

け出てください。ただし、当該被共済職員が翌事業年度までに退職した場合は、退職届（様式第７号）により届け出てください。 

 

第２０条 共済契約者は、新たに被共済職員となった者があるときは、遅滞なく、被共済職員加入届（様式第６号）を機構に提出してくだ

さい。（第４条の２、第４条の３、第１６条又は第２４条に規定する施設等新設届・申出書（様式第１号）による届出又は申出及び当該

事業年度の４月１日に新たに被共済職員となり、第１８条に規定する掛金納付対象職員届（様式第２号）により加入の届出を行う場合を

除く。） 

 

第２１条 共済契約者は、退職（被共済職員が第３０条第１項第２号若しくは第３号、第２項又は第３１条第１項、第２項の規定による

共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。）した者があるときは、遅滞なく、退職届（様式第７号）

を機構に提出してください。ただし、第１８条に規定する掛金納付対象職員届（様式第２号）により退職の届出をしたものであって、

かつ、被共済職員となった日から起算して１年に満たないで退職したものは、除きます。 

２ 削除 

３ 退職した者が第３４条第１項第２号の規定に該当するときは、退職届（様式第７号）に次の書類を添えてください。 

（１）業務上の負傷又は疾病により退職した場合は、障害の程度が厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項に規定

する障害等級（附表２）に該当することを証する書類（障害厚生年金の受給を証する書類又は医師の診断書）及び業務に起因するこ

とを証する書類（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基づく補償に該当することを証する書類等） 

（２）業務上死亡したことにより退職した場合は、その死亡が業務に起因することを証する書類 

４ 退職した者が第４１条の規定に該当するときは、退職届（様式第７号）に共済契約者の事情を説明した書類及びその事実を証する書

類を添えてください。 

 

第２２条 共済契約者は、他の共済契約者が使用する被共済職員を当該他の共済契約者の同意を得て、当該被共済職員が退職手当金を請

求しないで引き続き自己の使用する被共済職員とした場合は、遅滞なく、共済契約者間継続職員異動届（様式第８号）を機構に提出し

てください。ただし、経営の移管による場合を除きます。 

２ 前項の共済契約者間継続職員異動届は、被共済職員を異動前に使用していた共済契約者と連名で行ってください。 

 

第２２条の２ 共済契約者は、その使用する被共済職員で引き続き１年以上の被共済職員である者が、退職手当金を請求しないでその者

に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業（以下「共済契約対象外施設等」という。）の業務に常時従事する

ことを要するものとなった場合、又は共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象外施設等の業務を兼務することを要するものとなっ

た場合（兼務するそれぞれの業務の勤務時間の１週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の１週間の勤務時間

に見合う場合に限る。）、若しくはその者が共済契約対象外施設等から再び当該共済契約者の経営する共済契約対象施設等に復帰するこ

ととなった場合は、遅滞なく、共済契約対象（外）施設等異動届（様式第９号）を機構に提出してください。 

（第４条の２、第４条の３、第１６条又は第２４条の規定により施設等新設届・申出書（様式第１号）による届出又は申出及び当該

事業年度の４月１日に共済契約対象外施設等から再び当該共済契約者の経営する共済契約対象施設等に復帰することとなった被共済

職員で、第１８条に規定する掛金納付対象職員届（様式第２号）による共済契約対象施設等に復帰の届出を行う場合を除く。） 

２ 被共済職員が、共済契約対象外施設等へ異動後、共済契約対象施設等に復帰前に退職した場合は退職届（様式第７号）を提出してく

ださい。 

  なお、その場合の退職日は、共済契約対象外施設等へ異動した日の前日となりますので、異動日前６箇月（被共済職員期間となる月）

の本俸月額を記録保存しておいてください。 

 

第２３条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所等を変更したときは、速やかに、共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交

付申出書（様式第１０号）を機構に提出してください。 

 

第２４条 共済契約者は、新たに社会福祉施設等を新設し、又は社会福祉施設等の経営の移管を受けたときは、速やかに、施設等新設

届・申出書（様式第１号）に社会福祉施設等を経営していることを証する書類（附表１の（１）に掲げる添付書類）を添えて機構に提

出してください。ただし、第１６条第２項の規定に該当し、同項の規定により、当該届書を機構に提出する場合を除きます。 

 

第２５条 共済契約者は、共済契約対象施設等の一部について廃止し若しくは休止し、又は経営を移管したときは、速やかに、共済契約

対象施設等一部廃止等届（様式第１２号）に共済契約対象施設等の一部を廃止、休止したことを証する書類（附表１の（２）に掲げる
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添付書類）を添えて機構に提出してください。ただし、第１６条の規定に該当し、同条の規定により、当該届書を機構に提出する場合

を除きます。 

第２６条 被共済職員は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を共済契約者に申出てください。 

２ 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、掛金納付対象職員届（様式第２号）又は退職届（様式第７号）に併せて機構に届け出て

ください。 

 

第２７条 第１５条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求めら

れたときは、速やかに、その事項を記載した届書を機構に提出してください。 

第２８条 削除 

 

第２９条 共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、その出勤、欠勤、出張、外勤、産前産後の休業、育児休業、介護休業（共済

法第１１条第３項に規定する介護休業をいう。以下同じ。）、業務上の負傷又は疾病による休業等に関する従業状況を記録し、その記録

を作成の日から２年間、保存しておいてください。 

 

第３０条 機構は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除します。 

（１）共済契約者が、社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者でなくなったとき。 

（２）共済契約者が、納付期限後２箇月以内に掛金を納付しなかったとき。 

（３）共済契約者が、その共済契約に係る被共済職員について、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。 

２ 機構は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができます。 

（１）共済契約者が、第１５条から第２７条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

（２）共済契約者が、第２９条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条の記録をその作成の日から

起算して２年間、保存しなかったとき。 

（３）共済契約者の代表者又はその代理人、使用人その他の従業者が厚生労働大臣又は都道府県知事が行う立入検査にあたり、その職員

の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又はその職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

３ 機構は、前２項の規定により共済契約を解除したときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知します。 

４ 機構は、第１項又は第２項の規定により共済契約者を解除したときは、その契約に係る被共済職員にその旨を通知します。 

第３１条 共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、共済契約を解除することができます。 

２共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職

手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができます。 

３共済契約者は、第１項の規定により共済契約を解除するときは、退職手当共済契約解除通知書（様式第１３号）に被共済職員の従業状

況報告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してください。 

４共済契約者は、第２項の規定により共済契約を解除するときは、退職手当共済契約部分解除通知書（様式第１３号の２）に当該被共済

職員の従業状況報告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してください。 

 

第３２条 共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。 

 

 

第３３条 機構は、被共済職員が退職したときは、その者（退職が死亡によるものであるときは、その遺族）に対し、退職手当金を支給

します。ただし、被共済職員となった日から起算して１年に満たないで退職したときは、退職手当金は支給しません。 

 

第３４条 退職手当金の額は、次の各号の区分によって算出した額とします。この場合において、被共済職員期間（年数）の計算は、次

条の規定により行います。ただし、算出した額が、施行令第３条に定める額（以下「計算基礎額」という。）に６０を乗じて得た額を超

えるときは、その乗じて得た額とします。  

（１）被共済職員が退職した場合は、次の被共済職員期間の区分により算出した額とします。 

 ア １年以上１０年まで計算基礎額×年数×５２．２／１００ 
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 イ １１年以上１５年まで（計算基礎額×１０年×６９．６／１００）＋（計算基礎額×１０年をこえる期間の年数×７６．５６／ 

１００） 

 ウ １６年以上１９年まで（計算基礎額×１０年×７８．３／１００）＋（計算基礎額×５年×８６．１３／１００）＋（計算基礎額

×１５年をこえる期間の年数×１２５．２８／１００） 

 エ ２０年以上（計算基礎額×１０年×８７／１００）＋（計算基礎額×５年×９５．７／１００）＋（計算基礎額×５年× 

１３９．２／１００）＋（計算基礎額×２１年から２５年までの期間の年数×１７４／１００）＋（計算基礎額×２６年から 

３０年までの期間の年数×１３９．２／１００）＋（計算基礎額×３０年をこえる期間の年数×１０４．４／１００） 

（２）業務上の負傷若しくは疾病により厚生年金保険法第４７条第２項に規定する障害等級（附表２）に該当する程度の障害の状態にな

ったことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が１年以上１９年までである場合、前号の規定にかか

わらず、次の被共済職員期間の区分により算出した額とします。 

  （計算基礎額×１０年までの期間×８７／１００）＋（計算基礎額×１１年から１５年までの期間の年数×９５．７／１００）＋ 

（計算基礎額×１６年から１９年までの期間の年数×１３９．２／１００） 

２ 共済契約者が、退職手当金の計算基礎額を有利なものとするため、被共済職員の退職前にその者の本俸を不当に改定したと認められ

る場合は、機構は適正な計算基礎額により退職手当金の額を算出することができるものとします。 

 

第３５条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくな

った日の属する月までをこれに算入します。 

２ 前項の場合において、その者が被共済職員期間となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までの期間のうちに、

その者がその共済契約対象施設等の業務に従事した日数が１０日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被

共済職員期間に算入しません。 

３ 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のためにその共済契約対象施設等の業務に従事しなかった期間及び介護休業によ

りその業務に従事しなかった期間並びに女性である被共済職員が出産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）及び出産後８

週間においてその業務に従事しなかった期間は、前項の規定の適用については、その被共済職員は、その業務に従事したものとみなし

ます。 

４ 被共済職員が育児休業によりその共済契約対象施設等の業務に従事しなかった場合は、前２項の規定にかかわらず、その業務に従事

しなくなった日の属する月からその業務に従事することとなった日の属する月までの間の月数の２分の１に相当する月数は、被共済職

員期間に算入します。ただし、その業務に従事しなくなった日又はその業務に従事することとなった日の属する月が前３項の規定によ

り被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限りではありません。 

５ 被共済職員が被共済職員でなくなった日の属する月にさらに被共済職員となった場合において、その月がその被共済職員でなくなっ

たことによって支給される退職手当金の計算の基礎となっているときは、その月は、第１項の規定にかかわらず、その被共済職員とな

った後の期間に係る被共済職員期間に算入しません。 

６ 引き続き１年以上被共済職員であった者が、第３０条第１項第２号若しくは第３号、第２項又は第３１条第１項、第２項の規定によ

って共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなった場合において、その者が、被共済職員でなくなった日から起算して１箇

月以内にさらに被共済職員となり、引き続き１年以上被共済職員であったときは、第１項の規定の適用については、その者は、その間

引き続き被共済職員であったものとみなし、その者が、被共済職員でなくなった日から起算して１箇月をこえ、同日から起算して５年

以内にさらに被共済職員となり、引き続き１年以上被共済職員であったときは、前後の各期間につき前５項の規定により計算した被共

済職員期間を合算します。 

７ 引き続き１年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象外施設等の業務に従事することを要する

ものとなったこと、又はその者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象外施設等の業務を兼務するこ

とを要するものとなったこと（兼務するそれぞれの業務の勤務時間の１週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する

者の１週間の勤務時間に見合う場合に限る。）により退職した場合においてその者が、退職した日から起算して５年以内に退職手当金を

請求しないで再び当該共済契約者の経営する共済契約対象施設等に係る職員となったときは、共済法第１１条第７項の規定により、前

後の各期間につき１項から５項までの規定によって計算した被共済職員期間を合算します。 

８ 前項の規定による場合のほか、引き続き１年以上被共済職員である者が退職した場合（第４１条第１項に該当する場合を除く。）にお

いて、その者が、退職した日から起算して３年以内（平成２８年３月３１日以前の退職においては２年以内）に、退職手当金を請求し

ないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第１項から第５項までの規定によって計算

した被共済期間を合算します。 

９ 被共済職員期間（前３項の規定により２以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間）に１年未満の端数

がある場合には、その端数は、切り捨てます。 

１０  
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第３６条 共済契約対象施設等の経営者に変更が生じた場合において、第１６条に規定する届書等が機構に提出されたときは、変更前の

共済契約者に使用されていた被共済職員で引き続き変更後の共済契約者に使用されるに至ったものは、変更前の共済契約者に使用され

る被共済職員となった時から引き続き変更後の共済契約者に係る被共済職員であったものとみなします。 

第３７条 第３３条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とします。 

（１）配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。） 

（２）子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの 

（３）前項に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族  

（４）子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第２号に該当しないもの 

２ 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、その各

号に規定する順序によります。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、

養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序によります。 

３ 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、退職手当金は、その人数によって等分して支

給します。 

 

第３８条 共済契約者は、第３３条の規定により退職手当金の支給を受けることができる者に対し、退職手当金請求書及び合算制度利用

申出書を交付してください。 

２ 退職手当金を請求しようとする者（以下「退職手当金請求者」という。）は、退職手当金請求書を機構に提出してください。 

３ 引き続き１年以上被共済職員である者が、退職手当金を請求せず、３年以内（平成２８年３月３１日以前の退職においては２年以内）

に再び被共済職員となるときは第３５条第８項の合算制度を利用することができます。 

４ 退職手当金請求者が被共済職員の遺族であるときは、退職手当金請求書に次に掲げる書類を添えてください。 

（１）退職手当金請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本（退職手当金請求者が届出をして

いないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書

類） 

（２）退職手当金請求者が前条第１項第２号又は第３号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によって生

計を維持していたことを明らかにすることができる書類 

（３）退職手当金請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすること

ができる書類 

５ 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が２人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を

有する代理人一人を定め、その者により行ってください。 

６ 前項の代理人は、その権限を証する書類を退職手当金請求書に添えてください。 

７ 退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前

４項の規定によるほか、退職手当金請求書にその相続人がその退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明ら

かにすることができる書類を添えてください。 

 

第３９条 退職手当金の支給は、退職手当金請求者の希望する金融機関のその者の口座への振込みの方法によるものとします。 

 

第４０条 機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、その退職の日の属する事業年度の掛金を納付する

までは、その退職に係る退職手当金の支払を差し止めすることができます。 

第４１条 機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しません。 

２ 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しません。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によって退職手

当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とします。 

３ 機構は、共済法に規定する退職と認められない請求に対して、退職手当金を支給しません。 

 

第４２条 退職手当金の支給を受ける権利は、共済法第１４条の規定により、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができませ

ん。ただし、国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押さえる場合はこの限りではありません。 
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第４３条 偽りその他不正の行為により退職手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職手当金を返還させるこ

とができます。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、当該共済契約

者に対して、支給を受けた者と連帯して退職手当金を返還させることができます。 

 

第４４条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、共済法第２０条の規定により、これらを行

使することができる時から５年を経過したときは、時効によって消滅します。 

 

第４５条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、共済法第２３条の規定により必要があると認めるときは、その職員をして、共済契約者の

経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入って、被共済職員若しくは掛金に関する事項につ

いて関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の

作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができます。 

 

第４６条 被共済職員又は被共済職員であった者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することがで

きます。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りではありません。 

 

第４７条 共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場

合、共済契約の申込者又は共済契約者は、共済法第２５条第１項の規定により、厚生労働大臣に対して、その紛争の解決についてあっ

せんを請求することができます。 

２ 被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は被共済職員であった者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合

において、被共済職員又は被共済職員であった者若しくはその遺族は、共済法第２５条第２項の規定により、前項と同様の請求する

ことができます。 

３ 前２項の規定によるあっせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行ってください。 

（１）請求者の氏名又は名称及び住所 

（２）紛争の内容 

（３）紛争の経過概要 

４ 厚生労働大臣は、あっせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとされています。 

第４８条 次の各号の一に該当する者は、共済法第２８条の規定により、２０万円以下の罰金に処せられます。 

（１）第１５条から第２７条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２）第２９条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条の記録をその作成の日から起算して２年間、

保存しなかった者 

（３）厚生労働大臣又は都道府県知事が行う立入検査にあたり、その職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はそ

の職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

２ 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、

その法人に対しても同項の刑が科せられます。 

 

第４９条 共済契約者は、機構に提出する書類には、共済契約者番号を記載してください。 

 

 

第５０条 共済契約者は、共済契約証書を紛失し、又はき損したときは、速やかに、共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出

書（様式第１０号）を機構に提出してください。き損した場合にあっては、同申出書に共済契約証書を添えてください。 

２ 機構は、前項の申出があったときは、共済契約証書を作成し、共済契約者に再交付します。 

３ 共済契約証書を紛失した場合において、元の共済契約証書を発見したときは、速やかに、機構に送付してください。 

 

第５１条 機構は、被共済職員等に係る個人情報を退職手当共済業務及びこれに附帯する業務に必要な範囲で利用することとし、その保

護に努めるものとします。 
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第５２条 機構は、税務手続きのために取得する個人番号および特定個人情報については、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）に定める範囲で利用することとし、その適切な管理のために必要な安全管理

措置を講じるものとします。 

 

１ この約款の一部改正は、平成１８年４月１日から実施します。 

２ この約款の一部改正の前日に被共済職員であった者のうち、約款の一部改正以後に特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約

者に継続して使用される者に限る。）については、社会福祉施設等職員とみなされ、第７条の規定が適用されます。 

３ この約款の一部改正以後に共済法施行令附則第２項の施設の転換をする場合において、転換日の前日に被共済職員であった者のう

ち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用される者に限る。）

については、社会福祉施設等職員とみなされ、第７条の規定が適用されます。 

４ 前項に掲げる転換において、当該転換をする日（以下「転換日」という。）前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約

者が、転換日前に、施設を転換する日以後新たに使用する職員について加入させない旨の届出（様式第１６号の２）をもって機構

に届け出たときは、転換日以後新たに共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者とな

る者については、被共済職員でないものとします。 

５ 第３項に掲げる転換を行う場合、社会福祉施設等から特定介護保険施設等への転換届（様式第１６号）を機構に提出してください。 

６ 第７条第１項第２号のただし書に規定する場合であって、特定職員数が当該事業所における附則第２項の職員（以下この項及び次

項において「既加入職員」という。）の数より多いときは、当該既加入職員については、社会福祉施設等職員とみなされません。 

７ 第７条第１項第２号のただし書に規定する場合であって、特定職員数が当該事業所における既加入職員の数より少ないとき、又は

既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所については、ただし書の規定は適用されません。 

８ この約款の一部改正の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該特定介護保険施設等の被共済職員であって約

款の一部改正実施後に被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、第３１条第２項の規定にかかわらず、当該退職手当

共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができます。 

９ 附則第３項に掲げる場合において、当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該転換後の施設の被共済職員であって転換

日以後に被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、第３１条第２項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のう

ち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができます。 

１０ 前２項の規定による退職手当共済契約の解除は、第３２条、第２１条、第３５条第６項の規定の適用については、第３１条第２項

の規定による退職手当共済契約の解除とみなします。 

１１ 共済契約者は、附則第８項又は第９項の規定による共済契約を解除するときは、退職手当共済契約部分解除通知書（様式第１３号

の２）に当該被共済職員の従業状況報告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してください。 

１２ 削除 

１３ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する被共済職員がこの約款の一部改正の実施日の前日に現に退職した理由と同一

の理由により退職したものとみなして、現に退職した日を政令第３条の退職した日とした場合の計算基礎額により、改正前の約款

第３４条及び第３５条の規定並びに平成１３年４月１日改正前の約款第３４条及び第３５条の規定の例により計算した場合の退職

手当金の額が、改正後の約款第３４条及び第３５条の規定により計算した場合の退職手当金の額よりも多いときは、その多い額を

もってその者に支給すべき退職手当金の額とします。 

（１）施日の前日に被共済職員であった者が、実施日以後に退職した場合 

（２）実施日前に被共済職員でなくなった者で実施日以後にさらに改正後の約款に規定する被共済職員となったものが、実施日以後に退

職し、かつ、改正後の約款第３５条第６項又は第７項の規定により実施日前の被共済職員期間と実施日以後の被共済職員期間とが合

算される場合 

１４ 平成１８年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

 

１ この約款の一部改正は、平成２０年３月１日から実施します。 

２ 平成２０年３月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、平成２２年４月１日から実施します。 

２ 平成２２年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 
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１ 平成２２年６月３０日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ 平成２４年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ 平成２５年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、平成２７年４月１日から実施します。 

２ 平成２７年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、平成２８年４月１日から実施します。 

２ この約款の一部改正の前日に被共済職員であった者のうち、約款の一部改正以後に特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約

者に継続して使用される者であって、施行の際現に存する障害者支援施設等の業務に常時従事するものに限る）については、社会

福祉施設等職員とみなされ、第７条の規定が適用されます。 

３ 第３４条において、当分の間、退職した者の被共済職員期間が４３年以上である場合の被共済職員期間は３５年とみなし、次の被

共済職員期間の区分により算出した額とします。 

  （計算基礎額×１０年×１３０．５／１００）＋（計算基礎額×１５年×１４３．５５／１００）＋（計算基礎額×９年× 

１５６．６／１００）＋（計算基礎額×９１．３５／１００） 

４ 第７条第１項第２号のただし書きに規定する場合であって、措置入所障害児関係業務従事職員数が当該事業所における附則第２項

の職員（以下、この項及び次項において「既加入職員」という。）の数より多いときは、当該既加入職員については、社会福祉施設

等職員とみなされません。 

５ 第７条第１項第２号のただし書きに規定する場合であって、措置入所障害児関係業務従事職員数が当該事業所における既加入職員

の数より少ないとき又は既加入職員の数と同じであるときは、当該特定介護保険施設等職員については、ただし書きの規定は適用

されません。 

６ この約款の一部改正の際現に特定介護保険施設等（障害者支援施設等に限る）を経営している共済契約者が、当該介護保険施設等

の被共済職員であって約款の一部改正実施後に被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、第３１条第２項の規定にか

かわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができます。 

７ 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、第３２条、第２１条、第３５条第６項の規定については、第３１条第２項の規定に

よる退職手当共済契約の解除とみなします。 

８ 共済契約者は、附則第６項の規定による共済契約を解除するときは、退職手当共済契約部分解除通知書（様式第１３号の２）に当

該被共済職員の従業状況報告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してください。 

９ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する被共済職員がこの約款の一部改正の実施日の前日に現に退職した理由と同一

の理由により退職したものとみなして、現に退職した日を政令第３条の退職した日とした場合の計算基礎額により、改正前の約款

第３４条及び第３５条の規定、平成１３年４月１日改正前の約款第３４条及び第３５条の規定並びに平成１８年４月１日改正前の

約款第３４条及び第３５条の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、改正後の約款第３４条及び第３５条の規定により

計算した場合の退職手当金の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とします。 

（１）実施日の前日に被共済職員であった者が、実施日以後に退職した場合 

（２）実施日前に被共済職員でなくなった者で実施日以後にさらに改正後の約款に規定する被共済職員となったものが、実施日以後に退

職し、かつ、改正後の約款第３５条第６項又は第７項の規定により実施日前の被共済職員期間と実施日以後の被共済職員期間とが合

算される場合 

１０ 平成２８年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、平成３０年４月１日から実施します。 

２ 平成３０年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

 

１ この約款の一部改正は、平成３１年４月１日から実施します。 

２ 平成３１年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、令和２年４月１日から実施します。 
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２ 令和２年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、令和３年４月１日から実施します。 

２ 令和３年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、令和７年１月１日から実施します。 

２ 令和７年１月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

１ この約款の一部改正は、令和７年１０月１日から実施します。 

 

１ この約款の一部改正は、令和８年１月１日から実施します。 

２ 令和８年１月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 

 

３ この約款の一部改正は、令和８年４月１日から実施します。 

４ 令和８年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。 
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区分 添付書類 確認事項 

（１）社会福祉施設等、特定介護保険施設等又は、

申出施設等を経営者又は共済契約者が経営をし

ていることを証する書類（第４条の２、第４条

の３、第１６条第１項第４号及び第５号、第２

４条） 

右の確認事項が明記された次のいずれかの書類 
（１）「許認可書」（写）又は「指定通知書」（写） 
（２）「許可書」（写）及び「許可申請書」（写） 
（３）その他、業務委託契約書等（写） 

上記に該当する書類がない場合は、都道府県知事等が発行する

証明書等 
※ 法令により許認可・届出の必要がない場合のみ、右の確認

事項が明記された次のいずれかの書類 
（１） 法人の定款（写） 
（２） 定款変更申請書（写）及びその他の書類 

ア 施設・事業の名称 

イ 所在地 
ウ 施設・事業の種類 

エ 入所（利用）定員 

オ 開始年月日 

カ 許認可、届出年月日 
※ 申出施設等については、「ウ」、 

「エ」、「カ」は不要 

（２）社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経

営者でなくなったことを証する書類（第１５

条）共済契約対象施設等の一部を廃止、休止し

たことを証する書類（第２５条） 

右の確認事項が明記された次のいずれかの書類 
（１）「廃止・休止届受理通知書」（写） 
（２）受理印等のある「廃止・休止届」（写） 
（３）その他、業務委託契約書等（写）上記に該当する書類が

ない場合は、都道府県知事等が発行する証明書等 
※ 法令により許認可・届出の必要がない場合のみ、右の確認

事項が明記された次のいずれかの書類 
（１） 法人の定款（写） 
（２） 定款変更申請書（写）及びその他の書類 

ア 施設・事業の名称 

イ 所在地 
ウ 施設・事業の種類 

エ 廃止・休止年月日 
※ 申出施設等については、「ウ」は不

要 

（３）共済契約対象施設等の経営者が変更したこと

を証する書類（第１６条） 
右の確認事項が明記された次のいずれかの書類 
（１）「許認可書」（写）又は「指定通知書」（写） 
（２）「許可書」（写）及び「許可申請書」（写） 
（３）受理印等のある「届出書」（写）又は「届出受理書」（写） 
（４）その他、業務委託契約書等（写）上記に該当する書類が

ない場合は、都道府県知事等が発行する証明書等 
※ 法令により許認可・届出の必要がない場合のみ、右の確認

事項がわかる次のいずれかの書類 
（１） 法人の定款（写） 
（２） 定款変更申請書（写）及びその他の書類 

ア 施設・事業の名称 

イ 所在地 
ウ 施設・事業の種類

エ 経営者名（新旧）

オ 開始年月日 

カ 変更理由 
※ 申出施設等については、「ウ」は不

要 
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 ［第３４条第１項第２号］ 
障害の

程度 
番号 障害の状態 

１
級 

１ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

ロ 一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下かつⅠ／２視標による両眼中心

視野角度が２８度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点数が２０点以下のもの 
２ 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 
３ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 
４ 両上肢のすべての指を欠くもの 
５ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 
６ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 
７ 両下肢を足関節以上で欠くもの 
８ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 

９ 
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
１０ 精神の障害があって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
１１ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

２
級 

１ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 

ロ 一眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動弁以下のもの 
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下かつⅠ／２視標による両眼中心

視野角度が５６度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が４０点以下のもの 
２ 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 
３ 平衡機能に著しい障害を有するもの 
４ そしゃくの機能を欠くもの 
５ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 
６ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 
７ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 
８ １上肢の機能に著しい障害を有するもの 
９ １上肢のすべての指を欠くもの 
１０ １上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 
１１ 両下肢のすべての指を欠くもの 
１２ １下肢の機能に著しい障害を有するもの 
１３ １下肢を足関節以上で欠くもの 
１４ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

１５ 
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
１６ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
１７ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

３
級 

１ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ０. １以下に減じたもの 

ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下に減じたもの 

ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下に減じたもの 
２ 両耳の聴力が、４０センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 
３ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 
４ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 
５ １上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 
６ １下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 
７ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 
８ １上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ１上肢の３指以上を失ったもの 
９ おや指及びひとさし指を併せ１上肢の４指の用を廃したもの 
１０ １下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 
１１ 両下肢の十趾の用を廃したもの 

１２ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

もの 
１３ 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

１４ 
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 
（備考） 
１ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 
２ 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 
３ 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残す

ものをいう。 
４ 趾の用を廃したものとは、第１趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第１趾に 

あっては趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 

◎ 前表中の３級の第１４号に規定する厚生労働大臣が定める障害の状態は、傷病が治らないで、次の表の上欄の各号のいずれかに該当し、かつ同表の下欄の状

態にあるものとする。 
１ 結核性疾患であって、次に掲げるもの 
 ア 軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないもの又は特別の治療を必要としないものであって

予後が良好であるもの 
 イ ア以外のものであって、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの 
２ けい肺であって、２度のレントゲン線所見があり、かつ、心肺機能が軽度に減退しているもの 
３ 結核性疾患及びけい肺以外の傷病 
 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする。 
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退職手当共済システム利用規約 
令和 7年 1月 1日 

独立行政法人福祉医療機構 
 

第１章 総則 
（目的) 
第１条 本規約は、退職手当共済システムを利用する場合に必要な事項を定めるものです。 
（定義） 
第２条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところにより
ます。 

(1) 退職手当共済システム（以下「本システム」という。）とは、社会福祉施設職員等退職
手当共済法（昭和３６年法律第１５５号）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令（昭
和３６年政令第２８６号）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（昭和３６年厚生
省令第３６号）及び社会福祉施設職員等退職手当共済約款に定めるところにより、独立行政
法人福祉医療機構（以下「機構」という。）と共済契約を締結した者（以下「共済契約者」
という。）が機構への届出等各種手続き（以下「届出」という。）を円滑かつ効率的に実施す
るため、また、各都道府県で退職金制度を実施している社会福祉協議会等の法人（以下「社
協等」という。）が、情報（共済契約者が社協等へ提供することを同意した部分に限る）を
閲覧するために、機構において構築されたシステムをいいます。 

(2) 「利用機関」とは、共済契約者及び社協等のことをいいます。 
（利用要件） 
第３条 本システムの利用要件は、利用機関であり、かつ、本規約に同意した者でなければ
なりません。 

(利用の承認等) 
第４条 機構は、利用機関に本システムが使用可能なシステム利用機関識別コード（以下
「ＩＤ」という。）及びパスワードを付与することで利用を承認します。 

２ 利用を承認された利用機関は、本規約に同意したうえで本システムを利用します。 
(本規約の変更) 
第５条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものと
し、利用機関はこれを承諾します。 

(譲渡禁止) 
第６条 利用機関は、本システムの利用機関として有する権利を第三者に譲渡及び使用させ
る行為はできないものとします。 

(登録情報の変更等) 
第７条 利用機関は本システムへ登録された利用機関の情報に変更があった場合、又は合併、
事業の休止・廃止等があった場合には、速やかに登録情報の変更を行うものとします。 

(設備等)  
第８条 利用機関は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及びその
他これらに付随して必要となるすべての機器等並びに本システム利用時の通信費用等につい
ては、自己の責任と費用において負担するものとします。 

 
第２章 利用機関の義務 

(共済契約者情報の真正性等) 
第９条 共済契約者は、本システムを利用して届出を行うにあたり、真正かつ正確に届出を
行うものとします。機構は、共済契約者が真正かつ正確に届出を行わなかったことにより、
利用機関及び第三者に生じた損害について、一切責任を負いません。 

 (ＩＤの利用に関する自己責任の原則) 
第１０条 利用機関は、自己のＩＤ及びこれに対応するパスワードを第三者に知られ、利用
されないよう厳重に管理しなければならないこととし、当該ＩＤ及びパスワードの使用及び
管理について一切の責任を持つものとします。 

２ ＩＤの使用により第三者に対して損害を与えた場合、利用機関は当該行為を自己がした
か否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損害を与えることのないものと
します。 

３ 機構は、本システムの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、いかなる責任を
負わないものとし、一切の損害の賠償をする義務はないものとします。 

４ 利用機関が本規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該利用機関に対して
被った損害の賠償を請求できるものとします。 

５ 利用機関が雇用している従業員等が、本規約に違反し、機構に損害を与えた場合、利用
機関は、当該従業員等の違反行為に関する使用者責任を負うものとし、機構は、当該利用機

（事務取扱要領 様式 20 号） 
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関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。 
 
(セキュリティに関する自己責任の原則) 
第１１条 利用機関は、コンピュータウイルス対策及び不正侵入対策等に十分な注意を払わ
なければならないものとします。 

２ 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利用機関と第三
者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の取扱いは前条第 2 項から第 5
項の規定を準用するものとします。 

(禁止事項) 
第１２条  利用機関は、本システム利用上で以下の行為を行うことはできません。 
(1) 本システムに関する正規の目的以外で使用する行為 
(2) 本システムに対し、不正アクセスを行う行為 
(3) 本システムに対し、悪意のあるデータ等を故意に送信する行為 
(4) 本システムの全部又は一部を第三者に頒布、送信又はその他の方法で提供する行為 
(5) 他の利用機関又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 
(6) 本システムの運営を妨げ、あるいは本システムの信頼をき損するような行為 
(7) ＩＤ又はパスワードを不正に使用する行為 
(8) 事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為 
(9) その他、法律等に反する行為 
 

第３章 運営  
(ＩＤの一時停止) 
第１３条 機構は、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用機関のＩＤを一時使用
停止とすることがあります。 

２ 機構が前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生しても、機構は、いかな
る責任も負いません。 

(本システムの一時的な停止) 
第１４条 機構は、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知することなく、一時
的に本システムを停止することがあります。 

(1) 機構が運営する福祉保健医療情報ネットワークシステム（ＷＡＭ ＮＥＴ）が一時的に停
止した場合 

(2) 本システムの保守を緊急に行う場合 
(3) 火災又は停電等により本システムの提供ができなくなった場合 
(4) その他、運用上あるいは技術上、本システムの一時的な停止を必要と判断した場合 
(利用の取消し等) 
第１５条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、本システムの利用の取消し、又
はＩＤの使用を停止することができるものとします。 

(1) 第２条第１号以外の目的に使用した場合 
(2) 第６条の規定に違反した場合 
(3) 第９条、第１０条及び第１１条の規定に違反した場合 
(4) 第１２条のいずれかの行為を行った場合 
(5) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、又は中止した場合 
(6) その他機構が、利用機関として不適当と判断した場合 
 (保証の拒絶) 
第１６条 本システムは、利用機関に対して「現状のまま」提供されるものであり、機構は、
本システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと及び使用が利用機関又は利用
機関以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証
も行うものではありません。  

(改訂版又は後継版の提供) 
第１７条 機構は、任意に利用機関の承認を経ずに本システムの改訂及びバージョンアップ
をできるものとします。 

(利用期間及び利用時間等) 
第１８条 本システムに係る利用期間は、原則として当該システムが運用されている期間と
します。また、利用機関は、第１４条に規定する本システムの運用の停止時間を除き、本シ
ステムを利用することができます。ただし、本システムの利用に係る問合せ等は、機構の受
付担当者の勤務時間内に行うことができるものとします。 

(準拠法及び管轄) 
第１９条 本規約の成立、効力発生、解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 
２ 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
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所とします。 
 
附 則（令和 7年 1月 1日） 
この規約は令和 7年 1月 1日から適用します。 
 


